
県内の成年後見制度利用促進
（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針について
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国の第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要国の第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要
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国の第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要国の第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要

成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
～ 基本的な考え方：地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進～
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• 都道府県は、市町村単位では解決が困難な広域的な課
題に対する都道府県自らの取組、国との連携確保など、
市町村では担えない地域連携ネットワークづくりの役
割を主導的に果たす。

• 具体的には、担い手の育成・活躍支援、広域的観点か
ら段階的・計画的にネットワークづくりに取り組むた
めの方針の策定といった重要な役割を果たす。

• また、人口規模が小さく、社会資源等が乏しい小規模
市町村を始めとした市町村に対する体制整備支援の機
能を強化し、地域連携ネットワークづくりを促進する。
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第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要（都道府県の役割）第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要（都道府県の役割）



県内市町における成年後見制度利用促進法に基づく
計画策定、中核機関・協議会等の設置状況

【令和６年４月１日時点】

県内市町における担い手養成の状況
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市町数

市町村計画策定済み 18市町

中核機関整備済み 1６市町

協議会等の合議体設置済み 10市町

県内の状況県内の状況

市町数

市民後見人を養成をしている市町 ０市町

法人後見受任団体を養成している市町 ０市町
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出典：「レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン」（令和6年3月策定）

県内の状況県内の状況

○ 滋賀県の人口は、平成27年(2015年)頃をピークに減少局面に入り、今後も減少していくことが見込まれてい
ます。
〇 65歳以上人口は令和27年(2045年)頃にピークに達する見込み



〇 一般世帯数は令和12年(2030年)頃をピークに減少に転じるなか、高齢単身世帯は大幅に増加していく見込。

県内の状況県内の状況

出典：「レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン」（令和6年3月策定）
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・令和６年５月に国の研究班が発表した調査結果をもとに滋賀県の65歳以上の高齢者数を推計。
・2040年の認知症高齢者は約6万5千人、おおよそ7人に１人が認知症と推計される。
・また、MCI（軽度認知障害）を含めると約13万3千人、おおよそ３人に１人が認知症またはMCI（軽度認知障害）と推
計される。

県内の状況県内の状況
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9
出典：厚生労働省 各年衛生行政報告例「精神障害者福祉保健手帳交付台帳登載数」および福祉行政報告例「療育手帳交付台帳登載数」をもとに

滋賀県健康福祉政策課作成

〇県内の精神障害者福祉保健手帳、療育手帳登録者は増加傾向

県内の状況県内の状況



・。

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針

10



１ 目的

権利擁護支援を必要としている人を含む地域に暮らす全

ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができ

るよう、社会全体で支え合いながら、共に地域社会に参加し

自立した生活を送ることができるようにすること

２ 目標

市町における権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能

強化に向けた広域的観点からの取組推進により、権利擁護

支援の一層の充実を図ること
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滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針



３ 現状と課題

• 成年後見制度を利用している認知症高齢者や障害者
は増加傾向。

• 後見を担う専門職の数や支援体制には地域差があり、地
域によっては専門職の数が少なく、後見人等の担い手

確保が課題。

• 市民後見人や法人後見受任団体の養成の取組をしている市
町はない。
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滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針



３ 現状と課題

• 広域的視点からの後見人等の担い手確保、成年後見制度の利用促
進をはじめとする権利擁護支援の取組推進が必要。

成年後見制度の利用にあたっては、成年後見制度以外の権利擁護支
援策も含めた検討や、本人の意思を十分に尊重することが必要
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適切なアセスメントが行われないまま成年後見制度利用
開始される事案
→利用者の不安や不満につながっている

意思決定支援が不十分な事案
→利用者本人がメリットを感じられない

（現状）

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針



４ 取組の方針

14

成年後見制度の利用をはじめとする権利擁護支援に
係る取組を推進

成年後見制度の利用の検討をはじめとするアセスメ
ント段階からのチームによる支援を重視

本人・家族を中心とした関係者間の連携・理解促進を
図る

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針



４ 取組の方針

県協議会における定期的な情報共有や意見交換、実
態把握

市町・圏域の協議会への参画、現状や課題の把握、
多層的な支援体制の構築

広域的課題の解決、関係団体の連携

権利擁護支援に関する周知・啓発

15

（１）県や圏域単位の協議会の整備・運営

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針



４ 取組の方針
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※権利擁護支援に係る幅広い場面での活躍を目的に養成

（２）担い手の確保

市民後見人の養成

法人後見受任団体の育成

専門職後見人の確保

その他

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針



４ 取組の方針
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（３）市町や中核機関に対する取組支援

圏域の協議会へのオブザーバー参加、他圏域の
取組状況の共有や助言等

市町村長申立研修の実施

意思決定支援研修の実施

専門アドバイザーの配置・派遣

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針

滋賀県における成年後見制度利用促進（権利擁護支援の推進）
に関する取組方針
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出典：第１回地域共生社会の在り方検討会議 資料（令和６年６月27日）
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出典：第１回地域共生社会の在り方検討会議 資料（令和６年６月27日）
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